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株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過について 
 

 

当社は、2019 年 12 月 23 日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知ら

せ」のとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下、「本請求」といいます。）に関する 2019

年 12 月 19 日付の書面（以下、「本請求書」といいます。）を 2019 年 12 月 20 日付で受領しておりま

す。 

本請求書を受領して以降、当社は本請求に対する当社の考え方及び対応の方針を真摯に検討してお

りました。もっとも、本請求書記載の会議の目的たる事項（議案）３件のうち、議案２件（「②取締

役定年制度導入の件」及び「③役員の報酬開示の件」。議案の詳細は 2019年 12月 23日付「株主によ

る臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照下さい。）については株主総会の決議事項と

なり得ないものであったため、当社は、これら２件の議案の取扱い、ひいては本請求自体の取扱いに

ついて、請求株主に対して意向の確認を行っておりますが、明確な回答がない状況です。 

今後、請求株主の意向を確認できた場合には、臨時株主総会の開催の要否を含め、本請求に対する当

社の考え方及び対応の方針について慎重に検討の上、決定し、速やかに開示いたします。 

 

 

以上 


